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(57)【要約】
【課題】本発明の研磨工具用治具は、加工対象面を容易
に精度高く平滑にすることが可能な研磨工具用治具を提
供することを目的とする。
【解決手段】先端に研磨部１１を有する研磨工具１０を
加工対象面１０１に対して、研磨工具１０の延在方向に
交差するスライド方向に相対移動可能に保持する治具本
体２と、治具本体２を加工対象面１０１に対して、前記
スライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りに相対回転させ
る角度調整部４と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に研磨部を有する研磨工具を加工対象面に対して、前記研磨工具の延在方向に交差
するスライド方向に相対移動可能に保持する治具本体と、
　前記治具本体を前記加工対象面に対して、前記スライド方向に平行に延びる軸線回りに
相対回転させる角度調整部と、
　を備えることを特徴とする研磨工具用治具。
【請求項２】
　前記加工対象面に対して前記研磨部が平行となるように前記角度調整部によって相対回
転する角度を決定する角度決定部を有することを特徴とする請求項１に記載の研磨工具用
治具。
【請求項３】
　前記加工対象面の平面度を検出する平面度検出部を有することを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の研磨工具用治具。
【請求項４】
　前記加工対象面を有する加工対象物を支持する固定台を有し、
　該固定台が移動することで前記研磨工具を前記加工対象面に対して相対移動可能とする
ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の研磨工具用治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研磨工具用治具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　構造物の表面を平滑な面にするためには、研磨工具にて一様の負荷をかけた状態で一定
の時間にわたって繰り返し研磨する必要がある。特に、高い平面度を有する平面となるま
で研磨するには、研磨工具から構造物の表面に対して負荷する力を一定のまま維持して研
磨を続けなければならない。したがって、表面に負荷する力が変化してしまうと、部分的
に過度に研磨され、平面度の高い平滑な面を得ることはできない。
　そして、タービン翼の翼根部のように複雑な角度で傾斜した平面が連なって形成された
構造物では、研磨工具を表面に対して平行に当接させた状態を維持して、表面に対して負
荷する力を一定としたまま研磨することが難しく、高い平面度を有した平面を形成するこ
とができない。そのため、複雑な面を有する構造物の研磨方法としては例えば特許文献１
に開示されている方法が挙げられる。
【０００３】
　特許文献１には、弾性支持された振動タンクの内部に粒状の研磨石を投入して振動させ
、加工対象であるタービン翼を異なる２種類の回転運動をする装置に取り付けて振動タン
ク内で旋回させることでタービン翼の表面を研磨する技術が開示されている。研磨石が満
たされた振動タンク内で、二つの回転運動を研磨対象であるタービン翼にさせることで、
タービン翼のように複雑な面を有する構造物であっても細部まで研磨することが可能とな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－３１７８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の研磨方法は、使用する装置が非常に大規模な装置と
なり容易に装置を手配することができない。さらに、研磨石を構造物のすべて表面にラン
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ダムにあてながら研磨しているため、任意の面を精度高く平滑にすることが困難であると
いう問題を有している。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、加工対象面を容易に精度
高く平滑にすることが可能な研磨工具用治具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
　本発明の一態様に係る研磨工具用治具は、先端に研磨部を有する研磨工具を加工対象面
に対して、前記研磨工具の延在方向に交差するスライド方向に相対移動可能に保持する治
具本体と、前記治具本体を前記加工対象面に対して、前記スライド方向に平行に延びる軸
線回りに相対回転させる角度調整部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　このような研磨工具用治具よれば、角度調整部によって、スライド方向に平行に延びる
軸線回りに研磨工具を回転させることで、加工対象面と研磨部との角度を容易に平行にす
ることができる。即ち、角度調整部によって、治具本体を研磨工具と共にスライド方向に
平行に延びる軸線回りに回転させることで、任意の角度に傾斜して形成された加工対象面
に対して研磨部とを平行に配置するなど任意の角度に傾けて配置することができる。これ
により、加工対象面に対して研磨工具の研磨部を合わせて配置することが容易にできる。
　そして、加工対象面に対して研磨部が平行となるように、角度調整部によって角度を調
整してから、治具本体によって研磨工具を保持したままスライド方向に移動させることが
できる。その結果、研磨部を、加工対象面に対して平行に当接させ往復移動させて研磨す
ることができる。したがって、一定に負荷を加工対象面に作用させた状態を維持しながら
、加工対象面を研磨することができ、平面度の高い面を得ることが可能となる。これによ
り、任意の角度に配置された加工対象面を容易に精度高く平滑にすることが可能となる。
【０００９】
　また、本発明の他の態様に係る研磨工具用治具は、前記加工対象面に対して前記研磨部
が平行となるように前記角度調整部によって相対回転する角度を決定する角度決定部を有
することを特徴とする。
【００１０】
　このような研磨工具用治具よれば、角度決定部を加工対象面と平行に配置することで、
加工対象面を平滑に研磨するために治具本体の回転させる角度を決定することができる。
そのため、研磨部を加工対象面に当接させる角度を、研磨工具の高さ位置等を微調整する
ことなく容易に決定することができる。これにより、治具本体の角度の調整を独立して実
施することができ、加工対象面に対して研磨工具の研磨部を任意の角度で配置することが
より容易にできる。
【００１１】
　さらに、本発明の他の態様に係る研磨工具用治具は、前記加工対象面の平面度を検出す
る平面度検出部を有することを特徴とする。
【００１２】
　このような研磨工具用治具によれば、平面度検出部によって加工対象面の平面度を検出
することで、加工対象面が平滑にされているかを確認することができる。そのため、研磨
によって加工対象面が平滑な面となっており、十分な平面度を得ているかを検出すること
ができ、研磨を終了するタイミングを容易に判定することができる。これにより、研磨が
十分に実施され加工対象面が必要とする平面度を得られているかを容易に判定することが
可能となる。
【００１３】
　また、本発明の他の態様に係る研磨工具用治具は、前記加工対象面を有する加工対象物
を支持する固定台を有し、該固定台が移動することで前記研磨工具を前記加工対象面に対
して相対移動可能とすることを特徴とする。
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【００１４】
　このような研磨工具用治具によれば、スライド方向に平行に延びる軸線回りに研磨工具
と加工対象面とを相対回転させる機構と、スライド方向に研磨工具と加工対象面とを相対
移動させる機構とを別々の装置でそれぞれ独立して単純な構成で形成することができる。
これにより、スライド方向に平行に延びる軸線回りに回転させる機構とスライド方向に移
動する機構とを単純な構造で容易に形成することが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の研磨工具用治具によれば、角度調整部によってスライド方向に平行に延びる軸
線回りに研磨工具を回転させ、治具本体によって研磨工具を保持したままスライド方向に
移動させることで、加工対象面を容易に精度高く平滑にすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一実施形態に係る研磨工具用治具を説明する模式図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る研磨工具用治具を加工対象面に合わせて角度及び高
さ位置を調整した様子を説明する模式図である。
【図３】本発明の第二実施形態に係る研磨工具用治具を説明する模式図である。
【図４】本発明の第三実施形態に係る研磨工具用治具を説明する模式図である。
【図５】本発明の第四実施形態に係る研磨工具用治具を説明する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る実施形態の研磨工具用治具１について図１及び図２を参照して説明
する。
　本実施形態の研磨工具用治具１は、図１に示すように、水平に設置された固定台５に加
工対象物１００を固定して、加工対象面１０１に研磨工具１０を用いて平面研磨を実施す
る際に使用される。
　本実施形態に使用される研磨工具１０は、研磨工具１０の延在方向に延びる軸線Ｏ回り
に回転する研磨部１１を先端に有する市販のグラインダを用いている。研磨工具１０は、
研磨部１１の外周面を研磨面として加工対象面１０１に当接することで研磨可能としてい
る。
　本実施形態における加工対象物１００は、傾斜する平面によって複数の凹部と凸部とが
形成されクリスマスツリー状の断面をなすタービン翼の翼根部１００ａである。そして、
加工対象面１０１は、翼根部１００ａの凹部と凸部とを形成している一の傾斜平面１０１
ａである。
【００１８】
　図１に示すように、研磨工具用治具１は、研磨工具１０を保持して研磨工具１０の延在
方向と交差するスライド方向に研磨工具１０を移動可能な治具本体２と、治具本体２を支
持する脚部３と、治具本体２をスライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りに回転させる角度
調整部４と、加工対象物１００であるタービン翼の翼根部１００ａを固定する固定台５と
を備えている。本実施形態では、図１におけるＸ方向をスライド方向、Ｙ方向を研磨工具
１０の延在方向、Ｚ方向を奥行方向とする。
【００１９】
　治具本体２は、スライド方向に延びており内部が中空とされ角筒状をなす外装部２１と
、外装部２１の中空部分に外装部２１に対してスライド方向に相対移動可能に配置された
工具保持部２２とを有している。
　外装部２１は、延在方向に延びて角筒状をなす枠体であり、研磨工具１０の延在方向に
開放されて内部が中空となっている。
　工具保持部２２は、円筒状をなして外装部２１の中空部分の内壁に当接して配置される
外周部２２ａと、外周部２２ａの内側で同時軸上に配置され円筒状をなす内周部２２ｂと
、外周部２２ａと内周部２２ｂとの間に周方向わたって複数配置される円柱部材２２ｃと
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を有している。
　内周部２２ｂは、内側に研磨工具１０を保持可能とされている。
　外周部２２ａは、外装部２１の中空部分の内壁と当接したまま回転可能に配置されてい
る。
　円柱部材２２ｃは、外周部２２ａと内周部２２ｂとの間に周方向わたって複数本が離間
して、外周部２２ａと内周部２２ｂとに当接したまま回転可能に配置されている。
【００２０】
　脚部３は、研磨工具１０の延在方向に延びる棒状部材とスライド方向と直交する方向で
ある奥行方向に延びる棒状部材とが地面で接続されてＴ字型に形成されている。そして、
脚部３は、研磨工具１０の延在方向に延びる棒状部材を治具本体２の外装部２１のスライ
ド方向の両端に角度調整部４を介して接続し、治具本体２の外装部２１を支持している。
【００２１】
　角度調整部４は、スライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りの回転させる角度、及び、研
磨工具１０の延在方向の位置を調整可能に治具本体２の外装部２１を脚部３に接続してい
る。即ち、角度調整部４は、スライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りに治具本体２の外装
部２１を無段階に回転させて固定可能としている。そして、同時に、角度調整部４は、固
定台５からの研磨工具１０の延在方向の位置である高さ位置を調整して固定可能としてい
る。
　固定台５は、治具本体２の下部に配置されて水平に地面にボルト等によって直接固定さ
れており、加工対象物１００であるタービン翼の翼根部１００ａを上面に固定している。
【００２２】
　次に、上記構成の研磨工具用治具１を用いた研磨方法について説明する。
　図２に示すように、加工対象物１００であるタービン翼の翼根部１００ａを固定台５に
設置し、研磨工具１０であるグラインダを、治具本体２の工具保持部２２内に挿入して、
研磨部１１が加工対象物１００側に突出するようにして固定する。そして、加工対象面１
０１である傾斜平面１０１ａと研磨部１１の研磨面とが平行となる角度に、角度調整部４
で治具本体２の外装部２１を軸線Ｏ回りに回転させる角度を調整する。治具本体２の角度
を調整し傾斜平面１０１ａに対して平行にすることと同時に、治具本体２の固定台５から
の高さ位置を調整して、研磨部１１の研磨面が傾斜平面１０１ａに当接するよう調整して
固定する。加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａに研磨部１１の研磨面が平行に当接
した状態で、研磨工具１０であるグラインダの電源を入れ、研磨部１１を回転させる。研
磨部１１を回転させながら、研磨工具１０を治具本体２の工具保持部２２と共に外装部２
１の中でスライド方向に移動させる。なお、工具保持部２２は、内周部２２ｂに保持され
た研磨工具１０をスライド方向に移動させると、転がり軸受のように、内周部２２ｂ及び
内周部２２ｂに保持された研磨工具１０は回転せずに円柱部材２２ｃが回転することで、
円柱部材２２ｃが外周部２２ａのみを外装部２１の内壁に当接させたまま回転させて、ス
ライド方向に移動する。そして、研磨工具１０を治具本体２によってスライド方向に往復
させるように複数回移動させることで、加工対象面１０１を研磨部１１で平滑に研磨する
。
【００２３】
　このような研磨工具用治具１によれば、角度調整部４によって、スライド方向に平行に
延びる軸線Ｏ回りに研磨工具１０を無段階に回転させることで、加工対象面１０１である
翼根部１００ａの傾斜平面１０１ａと研磨部１１の研磨面との角度を容易に平行にするこ
とができる。即ち、角度調整部４によって、治具本体２を研磨工具１０と共にスライド方
向に平行に延びる軸線Ｏ回りに回転させることで、任意の角度に傾斜して形成された加工
対象面１０１である傾斜平面１０１ａに対して、研磨部１１の研磨面を平行に配置するな
ど任意の角度に傾けて配置することができる。これにより、加工対象面１０１である傾斜
平面１０１ａに対して研磨工具１０の研磨部１１を合わせて配置することが容易にできる
。
【００２４】
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　また、角度調整部４によって、角度の調整だけでなく、研磨工具１０の延在方向におけ
る地面に設置された固定台５からの高さ位置も調整可能とされていることで、角度の調整
と同時に加工対象面１０１である翼根部１００ａの傾斜平面１０１ａに研磨部１１の研磨
面を当接させるような高さ位置に容易に調整することができる。
【００２５】
　さらに、加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａに対して研磨部１１の研磨面が平行
に当接した状態となるように、角度調整部４によって角度と及び高さ位置を調整してから
、治具本体２の工具保持部２２によって研磨工具１０を保持したままスライド方向に移動
させることができる。その結果、研磨部１１の研磨面を、加工対象面１０１である傾斜平
面１０１ａに対して平行に当接させ往復移動させながら研磨することができる。したがっ
て、一定に負荷を傾斜平面１０１ａに作用させた状態を維持しながら、加工対象面１０１
である傾斜平面１０１ａを研磨することができ、平面度の高い面を得ることが可能となる
。これにより、任意の角度に配置された加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａを容易
に精度高く平滑にすることが可能となる。
【００２６】
　次に、図３を参照して第二実施形態の研磨工具用治具１について説明する。
　第二実施形態においては第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を伏して詳細な
説明を省略する。この第二実施形態の研磨工具用治具１は、治具本体２を回転させる角度
を決定する角度決定部６を有している点について第一実施形態と相違する。
【００２７】
　即ち、図３に示すように、第二実施形態では、研磨部１１の研磨面が加工対象面１０１
である翼根部１００ａの傾斜平面１０１ａに対して平行となるように治具本体２を軸線Ｏ
回りに回転させる角度を調整して決定する角度決定部６を有している。
　角度決定部６は、治具本体２の外装部２１のスライド方向に延びる一方の外側の面に配
置されており、矩形板状をなす当て板部６１と、当て板部６１の固定台５側への突出する
量を調整する当て板調整部６２とを有している。
　当て板部６１は、研磨工具１０の延在方向に延び矩形状をなす薄板金属板であり、例え
ば金尺のような形状をなしている。そして、当て板部６１は、幅の広い面をスライド方向
に平行に配置されている。即ち、当て板部６１の幅の広い面を当接面６１ａと呼ぶものと
すると、当て板部６１の当接面６１ａと治具本体２の外装部２１のスライド方向に延びる
面とは平行に配置されている。
　当て板調整部６２は、箱状をなしており、治具本体２の外装部２１のスライド方向に延
びる外側の面に固定されている。そして、当て板調整部６２は、当て板部６１を内部に挿
通させており、任意の量だけ当て板部６１を固定台５側に突出させて固定可能としている
。
【００２８】
　なお、角度決定部６は、本実施形態の形態に限定されるものではなく、研磨部１１の研
磨が加工対象面１０１に対して平行となるように治具本体２を軸線Ｏ回りに回転させる角
度を調整して決定することができれば良く、例えば、レーザ光や鏡を用いて光の反射を利
用した構造としても良い。即ち、レーザ光を用いる場合、照射口から傾斜平面１０１ａに
レーザ光を照射し、傾斜平面１０１ａから直接反射して平行に照射口まで戻った場合には
、治具本体２は加工対象面１０１に対して平行等に設定したい角度であると判定し、レー
ザ光が別の方向へ反射され戻ってこない場合には、設定したい角度に対してずれているた
め再度調整が必要であると判定するといった構造として良い。
【００２９】
　次に、上記第二実施形態の研磨工具用治具１の作用について説明する。
　第二実施形態の研磨工具用治具１によれば、角度調整部４で治具本体２を軸線Ｏ回りに
回転させる角度を調整する際に、角度決定部６の当て板部６１を固定台５側に突出させ、
当て板部６１の当接面６１ａと傾斜平面１０１ａとを平行になるように角度調整部４で角
度を調整する。即ち、治具本体２を角度調整部４でスライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回
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りに回転させると、治具本体２の外装部２１に固定された当て板部６１も合わせて回転す
る。そして、当て板部６１を当て板調整部６２から固定台５側に突出させて、当て板部６
１の当接面６１ａと加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａとが平行に当接するよう当
て板部６１の角度及び突出する量を調整することで、当て板部６１の当接面６１ａと傾斜
平面１０１ａとを平行に配置する。その後、角度調整部４で研磨工具１０の高さ位置を調
整し、研磨部１１の研磨面と傾斜平面１０１ａと当接させる。そして、第一実施形態と同
様に、研磨工具１０を治具本体２によってスライド方向に往復させるように複数回移動さ
せることで、加工対象面１０１を研磨部１１で平滑に研磨している。
【００３０】
　このような研磨工具用治具１によれば、角度決定部６である当て板部６１の当接面６１
ａと傾斜平面１０１ａとを平行に配置することで、加工対象面１０１を平滑に研磨するた
めに治具本体２の回転させる角度を決定することができる。つまり、研磨工具１０の研磨
部１１は研磨工具１０の延在方向に延びる軸回りに回転しているため、研磨部１１の研磨
面は、研磨工具１０の延在方向に平行な面と接する円筒面である。したがって、治具本体
２の外装部２１のスライド方向の面に延びる面と平行に配置された当て板部６１の当接面
６１ａと、傾斜平面１０１ａとが平行に調整されると、研磨部１１の研磨面も加工対象面
１０１である傾斜平面１０１ａと当接する際に平行に配置されていることとなる。そのた
め、研磨部１１の研磨面を加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａに当接させる角度を
、研磨工具１０の高さ位置等を微調整することなく容易に決定することができる。これに
より、治具本体２の角度の調整を研磨工具１０の高さ位置の調整と別に独立して実施する
ことができ、加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａに対して研磨工具１０の研磨部１
１を任意の角度で配置することがより容易にできる。
【００３１】
　次に、図４を参照して第三実施形態の研磨工具用治具１について説明する。
　第三実施形態においては第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を伏して詳細な
説明を省略する。この第三実施形態の研磨工具用治具１は、加工対象面１０１の平面度を
検出する点について第一実施形態と相違する。
【００３２】
　即ち、図４に示すように、第三実施形態では、研磨実施後の加工対象面１０１である傾
斜平面１０１ａの平面度を検出する平面度検出部７を有する。
　平面度検出部７は、治具本体２の外装部２１のスライド方向に延びる面に沿ってスライ
ド方向に延びるレール部７１と、レール部７１に沿ってスライド方向に移動する第二角度
決定部７２とを有している。
　レール部７１は、治具本体２の外装部２１のスライド方向に延びる面に形成された溝部
である。
　第二角度決定部７２は、第二実施形態と同様の角度決定部６の当て板調整部６２に、レ
ール部７１に嵌め込まれて摺動可能とされて突起部を有している点で相違している。即ち
、当て板部６１を有している点や当て板調整部６２における当て板部６１を突出させる量
を調整する機構を有している点は、角度決定部６と同様である。
【００３３】
　なお、平面度検出部７は、本実施形態の構成に限定されものではなく、即ち角度調整部
４と一体に設けられている必要はない。例えば、脚部３にスライド方向に向かってレーザ
光を照射する装置を設け、加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａに対してスライド方
向に沿って傾斜平面１０１ａにレーザ光を照射し、レーザ光が対向する脚部３まで遮蔽さ
れずに通過するかを確認して平面度を測定してもよい。また、公知の平面度測定方法を用
いて平面度を検出しても良い。
【００３４】
　次に、上記第三実施形態の研磨工具用治具１の作用について説明する。
　第三実施形態の研磨工具用治具１によれば、第二実施形態と同様の手順で第二角度決定
部７２の当て板部６１によって治具本体２を軸線Ｏ回りに回転させる角度を決定して研磨
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を実施した後に、再び第二角度決定部７２の当て板部６１の当接面６１ａと傾斜平面１０
１ａと平行に配置して当接させる。そして、平面度検出部７である第二角度決定部７２を
レール部７１に沿ってスライド方向に徐々に移動させる。第二角度決定部７２をスライド
方向に移動させる際に、当接面６１ａと傾斜平面１０１ａと間の間隔を確認し、傾斜平面
１０１ａが平滑になっているかを確認し、加工対象面１０１の平面度を検出する。その後
、加工対象面１０１の平面度が必要な状態に達していなければ、再度研磨を実施する。
【００３５】
　このような研磨工具用治具１によれば、平面度検出部７によって研磨後の加工対象面１
０１である傾斜平面１０１ａに対して当て板部６１の当接面６１ａを平行に当接させたま
まスライド方向に移動させ、傾斜平面１０１ａの平面度を検出することで、加工対象面１
０１が平滑にされているかを確認することができる。例えば、加工対象面１０１である傾
斜平面１０１ａの研磨が不十分で一部に凹凸が形成されてしまった場合、第二角度決定部
７２である当て板部６１をレール部７１に沿ってスライド方向に移動させると、傾斜平面
１０１ａの他の部分より窪んで部分では、当て板部６１の当接面６１ａと傾斜平面１０１
ａとの間に隙間が生じ、逆に、傾斜平面１０１ａの他の部分より盛り上がっている部分で
は、当て板部６１の当接面６１ａと傾斜平面１０１ａが接触し当て板部６１をそれ以上ス
ライド方向に移動させることができなくなってしまう。そのため、研磨によって加工対象
面１０１である傾斜平面１０１ａが平面度の高い平滑な面となっており、十分な平面度を
得ているかを検出することができ、研磨を終了するタイミングを容易に判定することがで
きる。これにより、研磨が十分に実施され加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａが必
要とする平面度を得られているかを容易に判定することが可能となる。
【００３６】
　次に、図５を参照して第四実施形態の研磨工具用治具１について説明する。
　第五実施形態においては第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を伏して詳細な
説明を省略する。この第四実施形態の研磨工具用治具１は、治具本体２に固定された研磨
工具１０がスライド方向に移動するのではなく、加工対象物１００が固定された固定台５
がスライド方向に移動する点について第一実施形態と相違する。
【００３７】
　即ち、図５に示すように、第四実施形態における研磨工具用治具１は、研磨工具１０を
取り付けて研磨工具１０をスライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りに回転させる角度を調
整する第二治具本体８と、加工対象物１００であるタービン翼の翼根部１００ａを固定し
てスライド方向に往復移動する移動固定部９とを有している。
【００３８】
　第二治具本体８は、研磨工具１０を保持する第二工具保持部８１と、第二治具本体８を
地面に固定するベース部８２と、第二工具保持部８１とベース部８２とを回転角度及び高
さ位置を調整可能に接続する第二角度調整部８３とを有している。
　第二工具保持部８１は、スライド方向に平行に延びる軸線Ｏと直交する方向に延びる円
筒部８１ｂと、円筒部８１ｂから円筒部８１ｂの延びる方向及びスライド方向とに直交す
る方向に延びる第二軸部材８１ａとを有している。第二工具保持部８１は、円筒部８１ｂ
の内部に研磨工具１０を挿通させて固定している。
　ベース部８２は、第二治具本体８が移動しないよう地面に直接固定され、一体となって
鉛直方向に延びる第一軸部材８２ａを有している。
　第二角度調整部８３は、ベース部８２の第一軸部材８２ａに対する第二工具保持部８１
の第二軸部材８１ａのスライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りの角度、及び、研磨工具１
０の延在方向の位置である高さ位置及び研磨工具１０の位置を調整可能に接続している。
【００３９】
　移動固定部９は、地面に固定されスライド方向に延びる固定レール部９１と、第一実施
形態と同様の固定台５に固定レール部９１と対応するよう複数の車輪が設けられた移動固
定台９２とを有している。
【００４０】
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　次に、上記第四実施形態の研磨工具用治具１の作用について説明する。
　第四実施形態の研磨工具用治具１によれば、第二治具本体８の第二工具保持部８１にて
研磨工具１０を保持し、移動固定部９に加工対象物１００であるタービン翼の翼根部１０
０ａを固定した状態で、第二角度調整部８３によって第二工具保持部８１の第二軸部材８
１ａをベース部８２の第一軸部材８２ａに対してスライド方向に平行に伸びる軸線Ｏ回り
に回転させる。そして、翼根部１００ａの傾斜平面１０１ａと研磨部１１の研磨面とが平
行になるよう角度を調整し、高さ位置等も調整して当接させる。そして、加工対象面１０
１である傾斜平面１０１ａと研磨工具１０の研磨部１１とが当接した状態で移動固定部９
をスライド方向に移動させる。これにより、加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａを
スライド方向に往復させるように複数回移動させることで、加工対象面１０１を研磨部１
１で平滑に研磨する。
【００４１】
　このような研磨工具用治具１によれば、第二治具本体８には、第一実施形態の角度調整
部４と同様にスライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りに研磨工具１０を回転させる機構の
みを第二治具本体８の第二角度調整部８３として設けている。そして、移動固定台９２に
は、スライド方向に加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａを移動させる機構のみを固
定レール部９１として設けている。そのため、スライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りに
研磨工具１０と加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａとを相対回転させる機構と、ス
ライド方向に研磨工具１０と加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａとを相対移動させ
る機構とを別々の装置でそれぞれ独立して単純な構成で形成することができる。これによ
り、スライド方向に平行に延びる軸線Ｏ回りに回転させる機構とスライド方向に移動する
機構とを単純な構造で容易に形成することが可能となる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、各実施形態における各構
成及びそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、構成
の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能である。また、本発明は実施形態によっ
て限定されることはなく、クレームの範囲によってのみ限定される。
【００４３】
　なお、研磨工具１０の延在方向に交差するスライド方向に相対移動可能に保持する治具
本体２としては、本実施形態の構成に限定されるものはなく、例えば、第一実施形態では
、外装部２１の内側にレールを設けて工具保持部２２をレールに沿ってスライド方向に移
動させる構造としてもよい。
　また、研磨工具１０の研磨部１１は、研磨工具１０の延在方向に延びる軸線Ｏ回りに回
転することに限定されるものではなく、研磨工具１０の延在方向とは異なる回転軸を有し
ていても良い。その際、治具本体２等と加工対象面１０１である傾斜平面１０１ａとの角
度等を角度調整部４ではなく予め調整しておくことが好ましい。このようにすることで、
研磨工具１０の延在方向と研磨部１１の回転軸との方向が異なることによる影響を抑える
ことができる。
【符号の説明】
【００４４】
１０…研磨工具　１１…研磨部　１００…加工対象物　１００ａ…翼根部　１０１…加工
対象面　１０１ａ…傾斜平面　Ｏ…軸線　１…研磨工具用治具　２…治具本体　２１…外
装部　２２…工具保持部　２２ａ…外周部　２２ｂ…内周部　２２ｃ…円柱部材　３…脚
部　４…角度調整部　５…固定台　６…角度決定部　６１…当て板部　６１ａ…当接面　
６２…当て板調整部　７…平面度検出部　７１…レール部　７２…第二角度決定部　８…
第二治具本体　８１…第二工具保持部　８１ａ…第二軸部材　８１ｂ…円筒部　８２…ベ
ース部　８２ａ…第一軸部材　８３…第二角度調整部　９…移動固定部　９１…固定レー
ル部　９２…移動固定台
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